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１．制度の目的 

① 地質調査業およびボーリングオペレータの社会的地位の向上を図る。 

② ボーリングオペレータの職務に対する自負の向上を図る。 

③ 若手の育成を含め、優れたボーリング技術の伝承を図る。 

④ ボーリングオペレータがやりがいを見いだせる基盤を構築する。 

⑤ 当業界は優秀なボーリング機長や技術を有し、社会に対する貢献度が高い業界であること

を広報する。 

 

２．制度の利用 

① 協会は、「ボーリングマイスター（匠）九州」を積極的に広く社会へ紹介し、その技術レ

ベルや品位の高さをアピールすることに努め、地質調査業の社会的地位向上を図る。 

② 協会あるいは会員企業は、技術を伝承する講習会および技術者セミナー等の講師として、

認定者の活用に努める。 

③ 認定者について、業界への信頼の失墜行為があった場合には、九地協で合議の上称号を剥

奪する（失墜行為とは、禁固以上の刑、懲戒免職、守秘義務違反などをいう）。 

 

３．資格要件 

① 協会員(企業)の社員または協会員が推薦する九州在籍の協力業者の社員(一人親方を含

む)。 

② ボーリング機長として地質調査業務の実務経験を15年以上有し、地質調査技士（現場調査

部門）の登録を10年以上有するもの。 

③ 応募時点で現場作業を無事故無災害で３年以上継続している旨の確認※１。 

※１：無事故無災害を証明する資料は、推薦者の「推薦理由書」の署名とする 

 

４. 審査事項 

審査は、提出書類に基づき行うため、下記の点に留意して書類を作成すること。 

① 優良オペレータ（匠）九州として相応しい実績が確認できることを推薦者や本人から提出

された調書（イ.～二.の項目）で検証し、審査委員会が５段階で採点して総合的に評価す

る。 

イ. 業務経験：ボーリング孔を利用した複数の原位置試験やサンプリングの経験 

ロ. 難関現場：困難な現場条件下での調査や搬入仮設の経験 

ハ. 困難回避：困難なトラブル※２を適切に対応した経験、掘進や原位置試験での創意 

工夫をアピールできる実績  

ニ. 安全意識：高い安全意識と法令の遵守、安全管理※３に対する取り組みや創意工夫 

※２：不可抗力な掘進障害（高圧水・破砕帯・超軟弱土など）に対する対応措置 

※３：安全装備、足場の安全基準、安全衛生の取り組みが確認できる写真 

② 勤務実績、日常行為を含め、他のオペレータや技術者の模範と認められること。 



 

５．提出書類 

提出すべき書類は、以下の様式-1～様式-5とする。 

・様式-1：推薦書 

・様式-2：推薦理由書 

・様式-3：調書 

・様式-4：業務実績一覧 

・様式-5：実績を証明する参考資料 

 

６．募集期間 

毎年9月1日から10月31日 

 

７．審査方法 

① 各県協会で選定委員会を開催し、各県協会の理事会に提出する推薦者を選定する。 

② 各県協会の理事会は、九地協への推薦者を決定する。 

③ 九地協は、技術委員会内に審査委員会を設置して、数名の審査員を選定する。 

④ 審査員は、提出された書類（様式-1～様式-5）に基づいて採点する。 

⑤ 審査委員会では、審査員が行った採点結果を総合的に評価して匠候補者を決定し、九地協理

事会に推薦する。 

※各審査は、表-1の匠制度の認定タイムスケジュールにて進める 

 

８．認定方法 

① 審査委員会より推薦を受けた匠候補者に対し、九地協理事会が承認し認定する。 

② 認定者は、九地協の定時総会において表彰し、記念品および認定シールの贈呈を行う。 

③ 認定者が、表彰式出席に必要な旅費・交通費は九地協の負担とする。 

④ 認定者は、九地協のホームページに名簿（氏名、所属会社、推薦会社）を掲載する。 

⑤ 11月の地質調査技士登録更新会場において、前年度認定者の認定報告を行う。 

 

９．その他 

1）必要書類の各様式は九州地質調査業協会のホームページからダウンロード 

2）募集期限の10月31日までに各県協会事務局に送付（提出した書類は返却しない） 

 

 

 

 

 

 



表-1 匠制度の認定タイムスケジュール 

 例 年 

4月  

5月  

6月  

7月  

8月  

9月 
募集期間 

（各県協会にて募集） 10月 

11月 

各県協会 選定委員会 

（理事会への推薦者1～2名の選定） 

※前年度の認定者を地質調査技士登録更新会場で報告する 

12月 
各県協会 理事会 

（九地協への推薦者1～2名の選定） 

1月 
九地協 技術委員会 

（技術委員会内の審査委員会にて審査） 

（匠候補者を九地協理事会に推薦） 
2月 

3月 
九地協 理事会 

（理事会での承認を経て認定） 

4月  

5月 総会で授与式 

 


